
 

 

茨木市飼い猫等避妊・去勢手術費補助金交付要綱 

 

 

（目的） 

第１ この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）の趣

旨に基づき、猫の飼い主及び所有者不明猫（市内に生息する所有者及び飼い主が不

明である猫をいう。以下同じ。）の世話又は減らす活動を行う本市に登録された団

体に対し、飼い猫及び所有者不明猫（以下「飼い猫等」という。）の避妊又は去勢

の手術（以下「手術」という。）に要する費用の一部を補助することにより、飼い

猫等のみだりな繁殖を抑制し、もって飼い猫等の適正な飼養及び動物愛護について

の意識の高揚並びに地域社会に対する迷惑の防止を図ることを目的とする。 

（補助対象） 

第２ 補助の対象となるものは、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づき本

市の住民基本台帳に記録されている者又は第３第２項の規定により本市に登録され

た団体（以下「活動団体」という。）で、次の各号のいずれにも該当する手術に係

る費用を負担するものとする。 

(1) 獣医師が健康と認める飼い猫等の手術 

(2) 獣医師が診療施設において行った手術 

２ 前項に規定する手術とは、雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮を摘出して妊娠する能力

を永久に喪失させる手術並びに雄猫の精巣を摘出して妊娠させる能力を永久に喪失

させる手術をいう。 

３ 第２第１項の規定にかかわらず、当該手術について国、地方公共団体その他団体

から他の補助金等の交付を受けている場合は、補助の対象としない。 

（登録の手続） 

第３ 活動団体としての登録を希望する団体は、茨木市所有者不明猫活動団体登録申

請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める

ときは、活動団体として登録するとともに、茨木市所有者不明猫活動団体登録通知

書（様式第２号）により申請団体に通知するものとする。 

（登録の条件） 

第４ 活動団体として登録することができる団体は、次の各号のいずれにも該当する

団体とする。 

(1) 市内の一定の区域において、所有者不明猫を減らす活動を行う複数の者で構成

された団体 

(2) 登録前に市が開催する研修会を構成員が受講し、市の取組に賛同する団体 



 

 

(3) 登録後において市が指定する研修会等に構成員を参加させる意思があり、動物

の適正な飼養及び愛護の推進について自己啓発に努める団体 

(4) 手術の費用負担等の責任を自ら負うことができる団体 

(5) 手術を行った所有者不明猫の世話を最後まで行うことができる団体 

(6) 地域の住民に当該団体の活動内容について理解を求める活動をしている団体 

(7) 地域の所有者不明猫の状況を毎年、市長の求めに応じ報告することができる団

体 

（登録事項の変更及び登録の廃止の届出） 

第５ 活動団体は、第３第１項の申請書の記載事項に変更が生じたとき又は活動団体

としての登録を廃止しようとするときは、茨木市所有者不明猫活動団体登録変更・

廃止届出書（様式第３号）により、速やかに市長に届け出なければならない。 

 （登録の取消し） 

第６ 市長は、活動団体が第４第１号及び第３号から第７号までのいずれかに該当し

なくなったと認めるときは、当該活動団体の登録を取り消すことができる。この場

合において、市長は、登録を取り消した旨を茨木市所有者不明猫活動団体登録取消

通知書（様式第４号）により当該活動団体に通知するものとする。 

（補助金額等） 

第７ 補助額は、１匹につき、次の各号に掲げる手術の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

 (1) 飼い猫である雌猫の手術 3,000円 

 (2) 飼い猫である雄猫の手術 2,000円 

(3) 所有者不明猫である雌猫の手術 10,000円又は手術に要した費用の額のうちい

ずれか少ない額 

(4) 所有者不明猫である雄猫の手術 6,000円又は手術に要した費用の額のうちい

ずれか少ない額 

２ 補助回数は、同一年度内において、１世帯当たり猫１匹までとする。ただし、活

動団体はこの限りでない。 

 （補助金の交付申請） 

第８ 補助金の交付を受けようとするもの（第９において「申請者」という。）は、

あらかじめ市長が定める期間内に、手術を行った旨の獣医師の証明を添付して茨木

市飼い猫避妊・去勢手術費補助金交付申請書（様式第５号）又は茨木市所有者不明

猫避妊・去勢手術費補助金交付申請書（様式第６号）を市長に提出しなければなら

ない。この場合において、所有者不明猫の手術に係る補助金の交付を受けようとす

るものは、手術に要した費用が記載された領収書等の原本を添付しなければならな

い。 



 

 

２ 前項に規定する申請は、手術日の属する年度内に行わなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第９ 市長は、第８の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたものについて予算の範囲内において補助金を決定し、申請者に対し茨木市飼い

猫等避妊・去勢手術費補助金交付決定通知書（様式第７号）により通知する。 

（補助金の交付請求） 

第10 第９の補助金交付決定通知を受けたものは、速やかに茨木市飼い猫等避妊・去

勢手術費補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出し、補助金の交付を請求し

なければならない。 

（補助金の交付） 

第11 市長は、第10の規定による補助金の交付請求を受け付け、審査の上、適当と認

めたときは、当該請求者に補助金を交付する。 

 （補助の取消し等） 

第12 市長は、補助金の交付を受けるもの又は受けたものが次の各号のいずれかに該

当するときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還

させることができる。 

 (1) この要綱に違反したとき。 

  (2) 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。 

  (3) その他市長が不適当と認めたとき。 

（免責） 

第13  市長は、第２に規定する手術の実施に当たり、当該手術に関連して生じた事故

等については、その責めを負わないものとする。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成14年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成15年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成17年４月１日から実施する。 

      附 則 

  この要綱は、平成21年４月１日から実施する。 

      附 則 

  この要綱は、平成23年４月１日から実施する。 

附 則 



 

 

  この要綱は、平成24年７月９日から実施する。 

附 則 

  この要綱は、平成25年４月１日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成26年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の茨木市飼い犬等避妊・去勢手術費補助金交付要綱第６の

規定は、この要綱の実施の日以後に行われた手術に係る補助金について適用し、同

日前に行われた手術に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

（実施期日）  

１ この要綱は、平成27年７月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の茨木市飼い猫等避妊・去勢手術費補助金交付要綱の規定

は、この要綱の実施の日以後の申請に係る補助について適用し、同日前の申請に係

る補助については、なお従前の例による。 

３ この要綱の実施の際、この要綱による改正前の茨木市飼い犬等避妊・去勢手術費

補助金交付要綱によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間

所要の調整をして、これを使用することを妨げない。 

附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から実施する。 

   附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和元年５月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱の実施の際、この要綱による改正前の茨木市飼い猫等避妊・去勢手術費

補助金交付要綱によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間

所要の調整をして、これを使用することを妨げない。 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

   附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 

（経過措置） 



 

 

２ この要綱の実施の際、この要綱による改正前の茨木市飼い猫等避妊・去勢手術費

補助金交付要綱によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間

所要の調整をして、これを使用することを妨げない。 

附 則 

  この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

附 則 

  この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱の実施の際、この要綱による改正前の茨木市飼い猫等避妊・去勢手術費

補助金交付要綱によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間

所要の調整をして、これを使用することを妨げない。 


